
平成２２年度　事務事業評価シート（平成２１年度分） (単位：円）

高齢者福祉班 経常 経常 臨時 経常 経常 経常 経常 経常 経常

補助 単独 補助 単独 単独 単独 単独 補助 単独

6,926,000 2,128,000 8,376,000

3 2 2

住宅の設備を在宅
高齢者に適するよ
うに改造する経費
を助成する。

高齢者に緊急通報
装置を貸与し緊急時
の安心安全を確保
する

在宅老人福祉事業の軽度生
活援助事業、外出支援サービ
ス事業を業者に委託し、高齢
者にサービスを実施している。

居宅で家族等から介護
を受ける高齢者等の介
護用品購入費を給付す
ることで、家族等の経
済的負担の軽減

ひとり暮らし高齢者
等に日常生活用具を
給付し日常生活の便
宜を図る

－

対象者　8件
緊急通報装置30台
購入（Ｈ21年度中23
人貸与）

軽度生活援助事業　137人（事
業所：シルバー、社協）、外出
支援事業（13人）

対象者　379名 自動消化器1件交付 －

要支援、要介護と
認定された在宅高
齢者

おおむね65歳以上
の安否確認の必要

な高齢者

おおむね65歳以上の在宅高
齢者等

要介護3以上の介助の必
要な高齢者

寝たきり及び一人暮
らし高齢者

配食事業者 －

－ － 申請者数 申請者数 申請者数 申請者数 申請者数 竣成者数 －

－ － － － － － － － －

7,341 2,603 3,724 2,931 859 15,443 － － 1,678

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ －

－ － － － － － － － －

会員数減少の対策
補助対象経費の明確
化

利用対象者が県の
予算により制限さ
れる

維持管理の検討が
必要である（見直し）

軽度生活援助事業の事業所
の拡大等見直し

対象者の増加により、
給付券方式等事業の見
直しが必要

利用者が少なく次期
計画で見直しが必要

－ －

継続 継続 継続 継続 継続 － －

5,000 2,500 3,990 1,500 400 19,000 30 - 219

標準業務 未整理業務 標準業務 標準業務 標準業務 標準業務 標準業務 特例業務 標準業務

* * - * * * * * *

特例業務の事業終
了時を定め計画的
な事業推進を図る

必要経費の一層の
削減に取り組む

節 説　明

11 消耗品費 15,419 672 11,287 3,460

11 印刷製本費 78,960 78,960

12 通信運搬費 247,787 44,622 203,165

12 手数料 12,075 12,075

13 在宅老人福祉事業委託料 353,120 353,120

18 庁用器具費 1,501,605 1,501,605

19 老人クラブ 9,345,318 6,926,000 2,419,318

19 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 2,128,000 2,128,000

19 配食サービス事業所補助金 8,376,000 8,376,000

20 家族介護用品支給費 17,286,789 17,286,789

20 老人日常生活用具給付費 21,000 21,000

0

39,366,073 6,926,000 2,419,318 2,128,672 1,546,227 353,120 17,377,036 21,000 8,376,000 218,700

4,617,334 1,052,000

2,308,666 2,419,318 1,076,672 1,546,227 353,120 17,377,036 21,000 8,376,000 218,70033,696,739

0

そ の 他 0

地 方 債 0

扶助費

扶助費

節名

補助事業対象経費の指導

負担.補助.交付金

5,669,334

合　計

財
　
　
源

国 ・ 県 支 出 金

一 般 財 源

基 金 繰 入 金

委託費

備品購入費

負担.補助.交付金

決算額

需用費

需用費

役務費

役務費

負担.補助.交付金

来年度の事業費 (予算額)              [千円]

業務(未整理,標準,特例各業務の別)

評
価
会

事業の重要度

評価委員会評価

部
署
内
評
価

事業達成度（Ａ～Ｅ）  前前年度⇒前年度⇒今年度

目的達成度（Ａ～Ｅ）　前前年度⇒前年度⇒今年度

課題

来年度の対応

目標値/実績 (達成率)

前年度事業費 (決算額)                [千円]

概
要

対象者

款 項

高齢者福祉課

期待する事務事業成果

目的

事業概要(Ｈ21年度具体的な事業内容)

単位老人クラブ141クラブ及び市老連に対
する交付
・活動促進事業等（市労連）
・道路清掃、草花植え等（単老クラブ）

目 目　名

・市老連
・単位老人クラブ

高齢者の福祉の増進を図るため、老人ク
ラブが行う事業に対し経費の一部を助成
する

配食サービス支援
事業（事業者補助）

一般行政経費
老人日常生活
用具給付費

緊急通報装置
設置事業

事業別内訳（臨時・経常別　補助・単独別）

臨時・経常

補助・単独

補助対象基本額

所属

いわゆる上乗せ部分の補助金部分につい
て、補助金交付基準に基づき実施するよ
う取り組む

配食サービス事業
を実施する事業者
に対して事業量の
増加に伴う必要な
経費について補助
する

家族介護用品支給事業
在宅老人福祉費

事業名
在宅老人福祉事業
（補助分）

在宅老人福祉事業
（単費上乗せ分）

在宅老人福祉事業
（委託事業分）

在宅高齢者住宅改
造助成事業


